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１  第３次外 郭団 体経営改革 計 画の 検証にあたっ て  

本 市 の 外 郭 団 体 （ 以 下 「 団 体 」 と い う 。） の 運 営 に つ い て は 、 よ り 効 果

的・効 率 的 な 運 営 体 制 を 築 く こ と が で き る よ う 、平 成 １ ６ 年 度 以 降 、累 次

の 経 営 改 革 計 画 を 策 定 し 、積 極 的 に 経 営 の 改 革・改 善 に 取 り 組 ん で い る と

こ ろ で す 。  

平 成 ２ ２ 年 ３ 月 に は 、平 成 ２ ２ 年 度 か ら ２ ５ 年 度 ま で の ４ 年 間 を 計 画 期

間 と す る 第 ３ 次 外 郭 団 体 経 営 改 革 計 画 （ 以 下 「 第 ３ 次 計 画 」 と い う 。） を

策 定 し 、市 の 関 与 の 見 直 し 等 に よ り 各 団 体 の 自 主 的・自 立 的 な 経 営 体 制 を

確 立 し 、自 立 を 一 層 促 進 す る と と も に 、財 団・社 団 法 人 の 公 益 法 人 制 度 改

革 へ の 的 確 な 対 応 を 図 っ て き ま し た 。  

こ の 度 、第 ３ 次 計 画 が 平 成 ２ ５ 年 度 を も っ て 計 画 期 間 を 満 了 し た こ と か

ら 、第 ３ 次 計 画 の 取 組 み と 成 果 に つ い て 検 証 を 行 い 、そ の 結 果 を ま と め ま

し た の で 、 こ こ に 公 表 し ま す 。  

今 後 、こ れ ら の 検 証 結 果 に つ い て は 、平 成 ２ ６ 年 度 以 降 の 本 市 の 基 本 方

針 や 各 団 体 の 個 別 の 取 り 組 み 等 に つ い て 定 め た 第 ４ 次 外 郭 団 体 経 営 改 革

計 画 （ 以 下 「 第 ４ 次 計 画 」 と い う 。） に お い て 、 具 体 的 な 取 り 組 み と し て

反 映 し ま す 。  

 

 

２  第３次計 画の 概要  

(1)  目 標  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  計 画 期 間  

平 成 ２ ２ 年 度 か ら ２ ５ 年 度 ま で の ４ 年 間  

 

 

 

 

 

○  市 の 関 与 を 今 後 も 可 能 な 限 り 縮 小 し 、 各 団 体 の 自 主 的 ・ 自 立 的 な 経 営

を 確 立 す る  

 

○  財 団 ・ 社 団 法 人 に お い て は 、 公 益 法 人 制 度 へ の 円 滑 な 移 行 を 図 る  
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(3)  対 象 団 体  

（単位；千円）

区分 名称 所管課
基本財産
（資本金）

うち市出資額
出資割合
(％）

Ⅰ （財）熊本市駐車場公社 車両管理課 50,000 50,000 100.0%

Ⅰ （財）熊本市美術文化振興財団 文化振興課 100,000 100,000 100.0%

Ⅰ （財）熊本市国際交流振興事業団
シティプロモーショ
ン課

180,000 180,000 100.0%

Ⅰ （財）熊本地下水基金（～H24.3） 水保全課 50,000 50,000 100.0%

Ⅰ （財）くまもと地下水財団（H24.4～） 水保全課 50,000 50,000 100.0%

Ⅰ （財）熊本市勤労者福祉センター 産業政策課 32,000 32,000 100.0%

Ⅰ （財）熊本市住宅協会（～H23.8） 住宅課 1,000 1,000 100.0%

Ⅰ （財）熊本市学校給食会 健康教育課 100,000 100,000 100.0%

Ⅰ （財）熊本市水道サービス公社
上下水道局
総務課

30,000 30,000 100.0%

Ⅰ （財）熊本市下水道技術センター
上下水道局
総務課

50,000 50,000 100.0%

Ⅱ （株）熊本流通情報センター 商工振興課 98,000 27,734 28.3%

Ⅱ （財）熊本国際観光コンベンション協会 観光政策課 1,016,200 500,000 49.2%

Ⅱ （財）熊本市社会教育振興事業団 スポーツ振興課 42,000 20,000 47.6%

Ⅱ 植木まちづくり（株）（H22.3～）
植木中央土地区画
整理事業所

15,750 5,000 31.7%

Ⅲ （社福）熊本市社会福祉協議会 健康福祉政策課 3,400 0 0.0%

Ⅲ （社福）熊本市社会福祉事業団 健康福祉政策課 3,000 3,000 100.0%

Ⅲ （社）熊本市シルバー人材センター 高齢介護福祉課 - - -
 

 

 

 

 

※ （ 財 ） 熊 本 地 下 水 基 金 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 か ら （ 財 ） く ま も と 地 下 水 財 団 へ 移 行  

 ※ （ 財 ） 熊 本 市 住 宅 協 会 は 、 平 成 ２ ３ 年 ８ 月 に 解 散  

 ※ 植 木 ま ち づ く り （ 株 ） は 、 市 町 合 併 に よ り 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 か ら 本 市 外 郭 団 体 と し

て 位 置 づ け  

 ※ 法 人 種 別 は 、 第 ３ 次 計 画 当 初 （ 公 益 法 人 制 度 へ の 移 行 前 ） の も の  

 

 

【区 分 】  

Ⅰ：地 方 自 治 法 の規 定 に基 づき市 議 会 に経 営 状 況 を報 告 する法 人  

（出 資 割 合 ５０％以 上 の財 団 法 人 等 ）  

Ⅱ：監 査 対 象 の法 人 （出 資 比 率 ２５％以 上 。ただし、県 主 導 のものは除 く）  

Ⅲ：その他 、本 市 が設 立 当 時 から関 与 し、密 接 な関 係 を有 する法 人  
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３  具体的な 取組 みと成果  

 ( 1)  団 体 の あ り 方 の 見 直 し  

設 置 目 的 が 一 定 程 度 達 成 さ れ た 団 体 、社 会 情 勢 の 変 化 に よ り 存 在 意 義

が 薄 れ て い る 団 体 に つ い て は 、廃 止 も 含 め て 抜 本 的 な 見 直 し を 行 い 、団

体 の 廃 止 や 統 合 な ど 今 後 の あ り 方 を 明 ら か に す る と と も に 、経 営 自 立 を

目 指 す 団 体 に つ い て は 、 自 立 化 に 向 け 取 組 み ま し た 。  

 

① （ 財 ） 熊 本 市 住 宅 協 会 の 廃 止  

民 間 や 公 営 住 宅 の 充 足 等 に 伴 い 事 業 を 縮 小 し 、平 成 ２ ３ 年 ８ 月 に 解

散  

 

② （ 財 ） 熊 本 地 下 水 基 金 の 廃 止 及 び （ 財 ） く ま も と 地 下 水 財 団 の 設 立  

熊 本 地 域 の 地 下 水 保 全 に 取 り 組 ん で き た（ 財 ）熊 本 地 下 水 基 金 な ど

の 既 存 組 織 を 一 元 化 し 、（ 財 ） く ま も と 地 下 水 財 団 を 平 成 ２ ４ 年 ４ 月

に 設 立  

 

③ （ 社 福 ） 熊 本 市 社 会 福 祉 事 業 団 の 自 立 化  

こ れ ま で 事 業 団 が 管 理 し て き た 福 祉 施 設 の 一 部（ ８ 施 設 ）を 譲 渡 し 、

自 立 に 必 要 な 財 政 的 支 援 も 行 う こ と で 、 平 成 ２ ６ 年 度 か ら 自 立 化  

 

 

   【 新 計 画 （ 第 ４ 次 経 営 改 革 計 画 ） に お け る 取 組 み 】  

     各 団 体 の 使 命 や 役 割 、必 要 性 を 検 証 し 、各 団 体 の 見 直 し の 方 向 性

を 以 下 の ４ つ に 分 類 し て 、方 向 性 に 沿 っ た 取 組 み を 推 進 し て い く こ

と と し て い ま す 。  

     １  団 体 の 統 合 を 目 指 し て い く 団 体  

     ２  市 の 施 策 の 実 現 や 行 政 課 題 解 決 の た め 活 用 を 図 る 団 体  

     ３  公 益 的 事 業 の 推 進 を 図 っ て い く 団 体  

     ４  自 立 化 ま た は さ ら な る 経 営 改 善 に 取 り 組 ん で い く 団 体  

 

 

 

 ( 2)  公 益 法 人 制 度 改 革 へ の 対 応  

団 体 ご と に 公 益 法 人 と 一 般 法 人 の い ず れ か に 移 行 す る か 方 針 を 決 定

し 、 計 画 期 間 中 に 以 下 の と お り 移 行 を 完 了 し ま し た 。  
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(3)  市 の 関 与 の 見 直 し  

  ①  人 的 関 与 の 見 直 し  

   ア  市 派 遣 職 員 の 削 減 等  

団 体 へ の 市 職 員 の 派 遣 に つ い て は 、団 体 の 自 立 性 の 確 保 及 び 市 の

関 与 の 適 正 化 の 観 点 、さ ら に は 市 職 員 数 の 削 減 を 進 め て い く 必 要 性

か ら 、可 能 な 限 り 市 職 員 の 引 き 揚 げ を 行 っ て き た と こ ろ で す 。第 ３

次 計 画 で は 、常 勤 の 市 派 遣 職 員 数 を 、平 成 ２ １ 年 度 の １ ０ 人 か ら 平

成 ２ ５ 年 度 に は ４ 人 に 削 減 す る こ と と し て い ま し た が 、（ 公 財 ） く

ま も と 地 下 水 財 団 を 平 成 ２ ４ 年 に 設 立 し 、組 織 発 足 時 の 円 滑 な 業 務

遂 行 を 支 援 す る た め 職 員 を ２ 人 派 遣 し た こ と か ら 、平 成 ２ ５ 年 度 は

６ 人 の 派 遣 と な っ て い ま す 。  

 

  ＜常勤の市派遣職員数の推移 （各 年 度 ４月 １日 現在 ）＞  

   

（単位：人）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

(一財)熊本国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 7 6 6 5 4

(財)熊本市住宅協会 2 2 1 － －

(公財)熊本市学校給食会 1 0 0 0 0

(公財)くまもと地下水財団 － － － 2 2

合　　計 10 8 7 7 6
 

 

 

 

公益法人へ移行 一般法人へ移行

（公財）熊本市美術文化振興財団 （一財）熊本市駐車場公社

（公財）くまもと地下水財団 （一財）熊本市国際交流振興事業団

（公財）熊本市学校給食会 （一財）熊本市勤労者福祉センター

（公財）熊本市水道サービス公社 （一財）熊本国際観光コンベンション協会

（公財）熊本市下水道技術センター （一財）熊本市社会教育振興事業団

（公社）熊本市シルバー人材センター
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   【 新 計 画 （ 第 ４ 次 経 営 改 革 計 画 ） に お け る 取 組 み 】  

     市 職 員 の 派 遣 に つ い て は 、団 体 の 独 立 し た 事 業 主 体 と し て の 責 任

を 明 確 に し 、人 材 の 育 成 を 図 り な が ら 自 立 性 を 高 め 、団 体 の 特 性 や

役 割 に 応 じ て よ り 効 率 的 な 職 員 配 置 を 行 う な ど 、派 遣 職 員 の 見 直 し

に 取 り 組 む こ と と し て い ま す 。  

 

   イ  団 体 役 員 の 見 直 し  

市 Ｏ Ｂ 職 員 の 団 体 役 員 へ の 就 任 に つ い て は 、平 成 １ ８ 年 度 以 降 採

用 し て い る 選 考 の 仕 組 み を 継 続 し 、実 施 各 団 体 か ら の 要 請 に 基 づ き 、

市 で 適 格 者 の 選 考 を 行 っ た 後 、各 団 体 で 採 用 者 の 選 考 ・決 定 を 行 っ

て お り 、 団 体 の 主 体 性 、 自 主 性 の 確 立 を 促 し て い ま す 。  

市 職 員 の 役 員 兼 務 に つ い て は 、団 体 の 経 営 責 任 の 明 確 化 及 び 指 定

管 理 者 の 選 定 の 公 平 性 の 確 保 等 の 観 点 か ら 見 直 し を 行 い 、常 勤・ 非

常 勤 の 数 を 合 わ せ て 平 成 ２ １ 年 度 は ３ ８ 人 で あ っ た 兼 務 が 、平 成 ２

６ 年 度 に は １ １ 人 と ７ 割 近 く 削 減 さ れ て い ま す 。  

ま た 、各 団 体 の 業 務 特 性 や 実 情 に 応 じ 、非 常 勤 役 員 と し て 中 小 企

業 診 断 士 、税 理 士 等 を 登 用 し 、経 営 及 び 財 務 面 に お い て 専 門 的 に 経

営 に 携 わ る ケ ー ス も 見 ら れ る な ど 、民 間 人 等 の 市 職 員 以 外 の 役 員 の

割 合 が 増 加 し て お り 、平 成 ２ １ 年 度 は ７ 割 程 度 で あ っ た も の が 平 成

２ ４ 年 度 以 降 は ８ 割 を 超 え て お り 、多 様 な 人 材 の 登 用 が 進 ん で い ま

す 。  

 

  ＜外郭団体役員数の推移 （各 年 度 ４月 １日 現在 ）＞  

    

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

16 17 15 19 20 16

市派遣 1 0 0 0 0 0

市OB 12 14 12 14 15 12

その他 3 3 3 5 5 4

192 191 196 179 181 173

市派遣 37 35 29 17 15 11

市OB 10 15 9 7 10 10

その他 145 141 158 155 156 152

208 208 211 198 201 189

15 15 16 15 15 14

71.2% 69.2% 76.3% 80.8% 80.1% 82.5%

常勤役員数

団体数

市職員以外の
役員の割合

非常勤役員

合　計
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   【 新 計 画 （ 第 ４ 次 経 営 改 革 計 画 ） に お け る 取 組 み 】  

     第 ４ 次 計 画 に お い て も 、 市 と の 連 携 を 図 り つ つ も 、経 営 面 で は 市

か ら の 人 的 な 支 援 に 依 存 す る こ と な く 、団 体 自 ら の 責 任 と 能 力 で 自

主 的・自 律 的 な 経 営 を 行 っ て い け る よ う 、団 体 役 員 の 見 直 し に つ い

て は 、第 ３ 次 計 画 の 取 組 み を 引 き 続 き 実 施 す る こ と と し 、 類 似 部 署

の 統 廃 合 や 必 要 性 の 薄 い 管 理 ポ ス ト の 廃 止 な ど 組 織 の ス リ ム 化 に

も 取 り 組 む こ と と し て い ま す 。  

 

 

  ②  財 政 的 関 与 の 見 直 し  

   ア  補 助 金 の 見 直 し  

団 体 の 自 立 経 営 に 向 け 、補 助 金 等 の 財 政 支 援 に つ い て 見 直 し を 図

り 、 平 成 ２ ５ 年 度 に は 、（ 公 財 ） 熊 本 市 学 校 給 食 会 へ の 運 営 費 補 助

を 事 業 費 補 助 に 切 り 替 え ま し た 。  

 

   イ  契 約 の 適 正 化  

市 が 団 体 に 委 託 し て い る 事 業 の う ち 、契 約 方 法 を 随 意 契 約 と し て

い る も の に つ い て は 、契 約 理 由 の 妥 当 性 、積 算 根 拠 等 を 厳 格 に 検 証

し 、 一 般 競 争 入 札 等 へ の 移 行 を 検 討 し ま し た 。  

 

 

   【 新 計 画 （ 第 ４ 次 経 営 改 革 計 画 ） に お け る 取 組 み 】  

     団 体 へ の 補 助 金 等 に つ い て は 、公 益 性 及 び 効 率 性 の 観 点 か ら 必 要

性 を 見 直 し 、必 要 最 小 限 度 に 抑 制 す る こ と と し て お り 、特 に 運 営 費

へ の 補 助 に つ い て は 、 事 業 費 補 助 や 業 務 委 託 等 に 切 り 替 え な が ら 、

外 郭 団 体 の 自 立 性 の 向 上 を 図 っ て い く こ と と し て い ま す 。  

     ま た 、随 意 契 約 で 実 施 し て い る 事 業 に つ い て は 、随 意 契 約 理 由 の

精 査 を 行 い 、公 募 に よ る 競 争 性 が 担 保 さ れ る よ う 、プ ロ ポ ー ザ ル 方

式 や 一 般 競 争 入 札 な ど の 方 法 を 検 討 す る こ と と し て い ま す 。  

 

 

 ( 4)  各 団 体 の 成 果 指 標 の 達 成 状 況  

各 団 体 が 設 定 し た 成 果 指 標 の 達 成 状 況 は 、「 達 成 」、「 概 ね 達 成 」 の 合

計 が ７ ２ .５ ％ と な っ て お り 、7 割 は 超 え て い る も の の 、十 分 と は 言 え な

い 結 果 と な っ て い ま す 。  

未 達 成 と な っ て い る 成 果 指 標 の 内 容 を 見 る と 、賛 助 会 員 数 や 会 費 収 入 、
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あ る い は コ ン ベ ン シ ョ ン 開 催 件 数 の 伸 び 悩 み と い っ た 景 気 低 迷 の 影 響

も 考 え ら れ ま す が 、各 団 体 に お い て さ ら に 詳 細 な 原 因 分 析 等 を 行 う と と

も に 、 こ れ ら を 踏 ま え た 改 善 に 取 り 組 む 必 要 が あ り ま す 。     

 

 達成  概ね達成  未達成  計  

指標数  ２１  ８  １１  ４０  

割合  ５２．５％  ２０．０％  ２７．５％  １００％  

           

達成      ・・ ・   目標値 を達成 したもの  

      概ね達成   ・・ ・   目標値の８割 以上 を達成 したもの※    

      未達成    ・・ ・   目標値の８割 未満のもの  

    ※ 目 標 値 の 8 割 以 上 で あ っ て も 計 画 初 年 度（ H 2 1）の 実 績 を 下 回 る 場 合 は 未 達 成 と し た 。  

 

 

   【 新 計 画 （ 第 ４ 次 経 営 改 革 計 画 ） に お け る 取 組 み 】  

     第 ３ 次 計 画 に お け る 成 果 を 踏 ま え た 新 た な 目 標 設 定 を 行 い 、各 団

体 の 個 別 計 画 の 中 で 、目 標 達 成 に 向 け た 具 体 的 な 取 組 み を 進 め る こ

と と し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


